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(公印及び契印の押印は省略) 

 

愛がん動物用飼料の成分規格等に関する省令の 

一部を改正する省令の施行等について 

 

平成 23 年９月 28 日付け 23 消安第 3140 号及び環自総発第 110928001 号をも

って、農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長及び環境省自然環境局総務

課長の連名で別添写しのとおり通知がありました。 

このたびの通知は、①愛がん動物用飼料の成分規格等に関する省令（平成 23

年農林水産省令・環境省令第３号。以下｢改正省令｣という。）が平成 23 年９月

１日付けで公布され、これにより愛がん動物用飼料の成分規格等に関する省令

（平成 21 年農林水産省令・環境省令第１号）の一部が改正されたので、その改

正内容について、また、②農林水産省の組織再編に伴い地方農政事務所が廃止

され、別紙のとおり、製造業者等の届出先が各地方農政局又は各地域センター

に変更されることについて、本会会員への周知を依頼されたものです。 

貴会関係者へ周知していただきたくお知らせいたします。 

本件内容の問合せ先 

 日本獣医師会事業担当 長野 

 TEL  03－3475－1601 
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